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（ 仮 称 ） 生 駒 市 自 治 基 本 条 例 （ 案 ）  

 

○ （ 仮 称 ） 生 駒 市 自 治 基 本 条 例 と は  

 （ 仮 称 ）生 駒 市 自 治 基 本 条 例 は 、市 民 、議 会 、及 び 市 長 を は じ め と す る 行 政 が 、

そ れ ぞ れ ど の よ う な 役 割 を 担 っ て よ り よ い 生 駒 市 を つ く っ て い く か と い う 三 者 の

役 割 と 責 務 を 明 ら か に し た 、い わ ゆ る 自 治 体 運 営 の 基 本 ル ー ル を 定 め る 条 例 で す 。 

憲 法 や 地 方 自 治 法 に 定 め ら れ た さ ま ざ ま な 地 方 自 治 の 制 度 を 改 め て だ れ に で も

分 か り や す く 示 す と と も に 、 参 画 と 協 働 の シ ス テ ム な ど 、 地 方 自 治 法 を は じ め と

す る 現 行 の 法 律 に 規 定 さ れ て い な い 自 治 の 制 度 も 盛 り 込 ん で い ま す 。  

生 駒 市 が し っ か り と 自 立 し た 地 方 自 治 体 と し て 存 立 し て い く た め 、 自 ら の 決 意

表 明 と し て 制 度 化 し て い く と い う と こ ろ に 大 き な 意 義 が あ り 、 生 駒 市 民 だ れ も が

活 用 で き る 自 治 の 手 引 書 と な る も の で す 。  

多 く の 自 治 体 で 自 治 基 本 条 例 に 共 通 し て 盛 り 込 ま れ る 項 目 と し て は 、 情 報 の 共

有 や 参 画 ・ 協 働 な ど の 自 治 の 基 本 原 則 、 市 民 、 議 会 、 行 政 等 の そ れ ぞ れ の 役 割 と

責 任 、 情 報 公 開 、 計 画 ・ 審 議 会 等 へ の 市 民 参 画 や 住 民 投 票 な ど で 、 自 治 基 本 条 例

は 、 そ の 自 治 体 に お け る 法 体 系 の 頂 点 に 位 置 付 け ら れ る こ と が 一 般 的 で す 。  

 

○ 条 例 制 定 の 背 景  

 平 成 １ ２ 年 ４ 月 に 地 方 分 権 一 括 法 が 施 行 さ れ る と と も に 、 自 治 体 の 事 務 の 約 ７

割 を 占 め て い た 機 関 委 任 事 務 が 廃 止 さ れ 、 市 町 村 は 、 国 ・ 都 道 府 県 と 対 等 ・ 協 力

関 係 に あ る と 位 置 付 け ら れ ま し た 。  

 こ う し た 地 方 分 権 の 流 れ は 、 地 方 自 治 体 が 自 ら 地 域 の 問 題 を 考 え 、 独 自 の 政 策

を 実 施 で き る 範 囲 が 広 が っ た こ と を 意 味 し ま す が 、 同 時 に 自 ら の 責 任 に お い て 、

し な け れ ば な ら な い こ と が 増 え る と い う こ と で も あ り 、 真 の 意 味 で の 地 方 自 治 の

確 立 が 求 め ら れ て い る と 言 え ま す 。  

 一 方 、 市 民 の 意 識 や ニ ー ズ は 大 き く 変 化 す る 社 会 情 勢 の 中 で ま す ま す 複 雑 多 様

化 し て お り 、 議 会 を 含 め 、 長 や 執 行 機 関 に お け る 市 民 参 画 の 推 進 が そ れ ぞ れ の 役

割 を 果 た す 上 で 非 常 に 重 要 に な っ て い ま す 。  

 ま た 、 よ り 多 く の 市 民 ニ ー ズ に 的 確 に 対 応 す る た め に は 、 市 民 参 画 に よ る 合 意

形 成 を 図 る と と も に 、 市 政 運 営 が 総 合 的 、 体 系 的 、 計 画 的 、 効 率 的 に な さ れ な け

れ ば な り ま せ ん 。  

 そ う し た 市 民 参 画 や 市 政 運 営 に つ い て の 基 本 的 な 原 則 や 制 度 は 、 自 治 体 の 最 高

規 範 と し て 条 例 と い う 形 で ル ー ル 化 す る 必 要 が あ る と の 考 え に 基 づ き 、 自 治 基 本

条 例 を 制 定 す る も の で す 。  
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○ 検 討 の 経 過  

自 治 基 本 条 例 の 検 討 に 当 た っ て 、 ま ず 検 討 委 員 会 の 設 置 、 運 営 方 法 等 を 検 討 す

る 生 駒 市 市 民 自 治 検 討 委 員 会 設 立 準 備 会 を 平 成 １ ５ 年 １ ０ 月 に 設 置 し ま し た 。  

準 備 会 で は 、 シ ン ポ ジ ウ ム や 市 民 の 皆 さ ん と の 意 見 交 換 会 を 行 い な が ら 、 検 討

委 員 会 の あ り 方 に 関 す る 検 討 が 進 め ら れ 、 平 成 １ ９ 年 １ 月 に 学 識 経 験 者 、 公 募 市

民 や 市 議 会 、 各 種 団 体 の 代 表 者 、 市 職 員 な ど ３ ５ 名 の 委 員 か ら な る 生 駒 市 市 民 自

治 検 討 委 員 会 を 設 置 し ま し た 。  

検 討 委 員 会 で は 、 広 報 広 聴 、 地 域 コ ミ ュ ニ テ ィ 、 調 査 の ３ つ の 部 会 を 設 け 、 平

成 １ ９ 年 度 に は 、 検 討 委 員 会 を 含 め て 合 計 １ ７ 回 の 会 議 を 開 催 し 、 ２ 回 目 と な る

シ ン ポ ジ ウ ム を 開 催 す る と と も に 、 自 治 基 本 条 例 に 盛 り 込 む 項 目 と そ の 考 え 方 を

示 す 生 駒 市 市 民 自 治 基 本 構 想 の 策 定 を 行 い ま し た 。  

平 成 ２ ０ 年 度 に お い て は 、 基 本 構 想 の 趣 旨 を 広 く 市 民 に 周 知 し 、 市 民 主 体 の 自

治 意 識 の 高 揚 を 図 る た め の 取 組 と し て 、 広 報 紙 へ の 特 集 ・ 連 載 記 事 や ホ ー ム ペ ー

ジ へ の 掲 載 に 加 え て 、 ８ つ の 中 学 校 区 に お け る タ ウ ン ミ ー テ ィ ン グ を 開 催 し ま し

た 。 ま た 、 基 本 構 想 に 基 づ く 条 例 案 文 の 策 定 作 業 に つ い て は 、 こ れ ま で ３ 部 会 合

計 １ ５ 回 と ３ 回 の 検 討 委 員 会 、 ６ 回 の 幹 事 会 の 会 議 を 開 催 し 、 こ の ほ ど 生 駒 市 自

治 基 本 条 例 案 と し て と り ま と め 、 そ の 内 容 に つ い て 広 く 市 民 の 皆 さ ん に お 知 ら せ

し 、 御 意 見 を 伺 う に 至 っ た も の で す 。  

 

○ 条 例 の 構 成  

 条 例 の 構 成 は 次 の と お り で す 。  

前 文   

総 則  目 的 、 定 義 、 最 高 規 範 性  

基 本 原 則  情 報 共 有 及 び 公 開 、 参 画 と 協 働 の 原 則 、 人 権 の 尊 重  

市 民  ま ち づ く り 参 画 の 権 利 、 満 ２ ０ 歳 未 満 の 市 民 の ま ち づ く り に 参

画 す る 権 利 、 ま ち づ く り 参 画 に お け る 市 民 の 責 務  

議 会 及 び 議 員  議 会 の 役 割 と 権 限 、 議 会 の 責 務 等 、 議 会 の 会 議 ・ 会 期 外 活 動 、

市 議 会 議 員 の 責 務  

市 の 責 務 等  協 働 の ま ち づ く り に お け る 市 の 役 割 、 市 長 の 責 務 、 執 行 機 関 の

責 務 、 市 の 職 員 の 責 務  

市 政 運 営  ま ち づ く り 参 画 に お け る 市 の 責 務 、 総 合 計 画 等 の 策 定 、 説 明 責

任 、 意 思 決 定 の 明 確 化 、 行 政 組 織 、 職 員 政 策 、 法 務 政 策 、 法 令

遵 守 及 び 公 益 通 報 、 行 政 手 続 、 危 機 管 理 、 広 聴 応 答 義 務 、 広 聴

対 応 、 財 政 運 営 の 基 本 方 針 、 予 算 編 成 、 執 行 及 び 決 算 、 財 産 管
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理 、 財 政 状 況 の 公 表 、 行 政 評 価 、 外 部 監 査  

参 画 、市 民 自 治

及 び 情 報  

条 例 制 定 等 の 手 続 、 計 画 策 定 段 階 の 原 則 、 計 画 策 定 手 続 、 審 議

会 等 、 市 民 自 治 の 定 義 、 市 民 自 治 に 関 す る 市 民 の 役 割 、 市 民 自

治 に 関 す る 自 治 体 の 役 割 、市 民 自 治 協 議 会 等 、市 民 投 票 の 原 則 、

市 民 投 票 要 件 、 情 報 へ の 権 利 、 情 報 共 有 制 度 、 情 報 収 集 及 び 管

理 、 個 人 情 報 の 保 護  

他 自 治 体 と の

連 携 ・ 協 力 等  

他 自 治 体 住 民 と の 連 携 、 近 隣 自 治 体 と の 連 携 、 広 域 連 携 、 国 際

交 流 及 び 多 文 化 共 生  

条 例 の 見 直 し   

 

○ 条 例 案 文 及 び 解 説  

（前文） 

私たちのまち生駒市は、大都市大阪に近接する緑豊かな住宅都市とし

ての特性とともに、往馬大社、長弓寺、宝山寺、高山茶筌などの歴史文

化資源に加えて、関西文化学術研究都市・高山サイエンスタウンが立地

するなど、豊かな自然や歴史、伝統産業と最先端の科学が融合した関西

有数の住宅都市として発展してきました。 

 一方、少子高齢化をはじめ、人口減少や低成長時代の到来により、財

源の確保が厳しさを増す中で地方分権が進展するなど、地方自治体を取

り巻く社会経済情勢の急激な変化の中で、市民が行政に求めるニーズは

高度化・多様化しています。 

こうした状況において、これまでの行政主体の市政運営から脱却した

市民主体のまちづくりが求められており、そのために市民は、自治の主

役であることを自覚し、地域社会の課題の解決に向けて、自ら考え、行

動するとともに、主体的に自治にかかわっていくことが必要になってい

ます。 

 これに対して行政は、市の執行機関として持続可能な都市経営を行う

ため、計画的で効率的、効果的な行財政運営を推進していかなければな

りません。 

 また、議会は、市民を代表し、市の団体意思の決定機関として、広く

市民の声を聴きながら、行政の監視、政策形成、立法といった機能を果

たし、行政をけん制しつつ市政運営の一翼を担わなければなりません。 

 私たちは、このような認識の下に、将来にわたり、全ての市民の人権

が尊重され、人と自然が共生する、安全で安心な、健康で活力のある、
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文化の薫り高いまちづくりを基本理念として、いつまでも住み続けたい

都市－生駒市づくりに努めます。 

ここに私たちは、市民と議会と行政とが各々の役割を自覚し、お互い

を尊重し、情報共有に基づく参画と協働による真の「市民自治」を実現

するため、生駒市におけるまちづくりの最高規範として生駒市自治基本

条例を制定します。 

 

 

（目的） 

第１条 この条例は、生駒市における自治の基本理念と主権者である市

民の権利を明らかにするとともに、市民及び市の果たすべき役割や市

政運営の仕組みを定めることにより、地方自治の本旨に基づく自治を

実現し、自立した地域社会を創造することを目的とする。 

【 解 説 】  

条 例 の 目 的 を 地 方 自 治 の 本 旨 に 基 づ く 自 治 の 実 現 と 自 立 し た 地 域 社 会 の 創 造

と し て い ま す 。「 地 方 自 治 の 本 旨 」と は 、憲 法 で 定 め ら れ て い る 地 方 自 治 の あ る

べ き 姿 の こ と で 、 住 民 自 治 （ そ の 地 方 の 住 民 の 意 思 と 責 任 に お い て 自 治 が 行 わ

れ る こ と ） と 団 体 自 治 （ 国 か ら 独 立 し た 団 体 と し て 、 そ の 団 体 の 権 限 と 責 任 に

お い て 自 治 が 行 わ れ る こ と ） の ２ つ か ら な る と さ れ て い ま す 。  

 

 

（定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号

に定めるところによる。 

(1) 市民 市内に居住する者、市内で働く者、学ぶ者、活動するもの

及び市内で事業を営むものをいう。 

(2) 市  市議会及び市の執行機関を含めた地方公共団体をいう。 

(3) 執行機関 市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監

査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。 

(4) 参画 市の施策や事業等の計画、実施及び評価等、まちづくりの

過程に、市民が主体的にかかわることをいう。 

(5) 協働 市民と市又は市民と市民とが、それぞれの役割と責任を担

いながら、対等の立場で、相互に補完し協力することをいう。 

(6) まちづくり 住みよい豊かな地域社会をつくるための取組をい
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う。 

【 解 説 】  

〈 第 １ 項 〉  

〈 第 １ 号 〉  

「 市 民 」と は 、地 方 自 治 法 上 の「 住 民 」（ 市 内 に 住 所 を 有 す る 人 で 、外 国 人 市

民 や 法 人 も 含 み ま す ｡）の ほ か 、市 内 に 勤 務 し て い る 人 や 市 内 に 通 学 し て い る 人 、

市 内 で 市 民 活 動 や 事 業 活 動 な ど を 行 っ て い る 個 人 や 団 体 と し て い ま す 。 市 民 の

範 囲 を 広 げ て 定 義 し て い る の は 、 地 域 社 会 に お け る 課 題 の 解 決 や ま ち づ く り の

推 進 の た め に は 、 生 駒 市 に 関 係 す る 幅 広 い 人 々 が 協 力 し あ う 必 要 が あ る と の 認

識 に 基 づ く も の で す 。ま た 、「 者 」は 個 人 を 意 味 し 、「 も の 」は 個 人 の ほ か 団 体 、

企 業 等 を 含 ん で い ま す 。  

〈 第 ２ 号 〉  

  「 市 」 と は 、 普 通 地 方 公 共 団 体 の 市 議 会 及 び 市 の 執 行 機 関 で す 。  

〈 第 ３ 号 〉  

  「 執 行 機 関 」と は 、市 長 の ほ か 、地 方 自 治 法 第 １ ８ ０ 条 の ５ の 規 定 に よ り 、地

方 公 共 団 体 に 置 か な け れ ば な ら な い 教 育 委 員 会 等 の 委 員 会 及 び 委 員 の こ と で す 。 

《既存の法律など》 

【地方自治法】 

（委員会及び委員の設置・委員の兼業禁止等） 

第１８０条の５  執行機関として法律の定めるところにより普通地方公共団体

に置かなければならない委員会及び委員は、左の通りである。 

(1) 教育委員会 

(2) 選挙管理委員会 

(3) 人事委員会又は人事委員会を置かない普通地方公共団体にあっては公平

委員会 

(4) 監査委員 

３  第１項に掲げるものの外、執行機関として法律の定めるところにより市町村

に置かなければならない委員会は、左の通りである。 

(1) 農業委員会 

(2) 固定資産評価審査委員会 

〈 第 ４ 号 〉  

  「 参 画 」 と は 、「 市 の 施 策 や 事 業 等 の 計 画 、 実 施 及 び 評 価 の 各 過 程 で 、 責 任 を

持 っ て 主 体 的 に ま ち づ く り に 関 わ る こ と 」を い い ま す 。「 参 画 」は 、単 な る 参 加

で は な く 、 意 思 形 成 に 加 わ る こ と で 、 責 任 あ る 行 動 が 求 め ら れ る と い う 意 味 も

含 ん で い ま す 。こ れ は 、参 画 の 原 則 で あ る「 情 報 共 有 」、「 信 頼・連 帯 」、「 学 習 」、
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「 相 互 理 解 」、「 協 働 」、「 判 断 ・ 選 択 」、「 効 率 ・ 効 果 」 と い う キ ー ワ ー ド に 基 づ

く も の で す 。  

〈 第 ５ 号 〉  

「 協 働 」 と は 、 ま ち づ く り の 主 体 で あ る 市 民 と 市 、 市 民 同 士 が 、 そ れ ぞ れ の

責 任 と 役 割 分 担 に 基 づ い て 、 お 互 い の 立 場 や 特 性 を 生 か し 、 尊 重 し な が ら よ り

よ い ま ち づ く り に 協 力 し 合 う こ と を い い ま す 。こ の こ と は 協 働 の 原 則 で あ る (1)

自 主 自 立 ・ 対 等 、 (2)相 互 理 解 ・ 目 的 共 有 、 (3)公 平 ・ 公 正 ・ 公 開 と い う 考 え 方

を 基 本 と し て い ま す 。  

〈 第 ６ 号 〉  

  一 般 に「 ま ち づ く り 」に は 、道 路 や 河 川 、下 水 道 な ど の 都 市 基 盤 の 整 備 や 福 祉

や 教 育 、環 境 な ど の さ ま ざ ま な 事 業 や 活 動 が あ り ま す が 、こ の 条 例 で は 、「 住 み

よ い 豊 か な 地 域 社 会 」 を つ く る た め の 事 業 や 活 動 を 「 ま ち づ く り 」 と し て い ま

す 。  

 

 

（最高規範） 

第３条 この条例は、生駒市におけるまちづくりの最高規範であり、市

は、他の条例等の制定改廃に当たっては、この条例を尊重し、整合を

図らなければならない。 

【 解 説 】  

こ の 自 治 基 本 条 例 が 、 生 駒 市 の 最 高 規 範 で あ る こ と を 規 定 し て い ま す 。 最 高

規 範 性 を 謳 う こ と か ら 、 一 般 的 に 自 治 基 本 条 例 は 自 治 体 の 憲 法 と い わ れ て い ま

す 。 市 は 、 こ の 条 例 の 趣 旨 に 則 っ て 市 政 運 営 を 行 う と と も に 、 他 の 条 例 ・ 規 則

の 制 定 改 廃 に 当 た っ て も 、 こ の 条 例 の 趣 旨 を 尊 重 す る こ と を 規 定 し て い ま す 。  

 

 

（情報共有及び公開） 

第４条 市民及び市は、まちづくりに関する情報を共有するものとする。 

２ 市は、市民に対し、市が保有する情報を積極的に公開するとともに、

分かりやすく、速やかに提供しなければならない。 

【 解 説 】  

〈 第 １ 項 〉  

参 画 と 協 働 に よ る ま ち づ く り の 前 提 と し て 、 市 の 情 報 提 供 や 公 開 を 規 定 す る

こ と で 、 市 民 の 知 る 権 利 を 事 実 上 保 障 す る も の で す 。  
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〈 第 ２ 項 〉  

ま た 、 市 は 市 民 に 分 か り や す く 説 明 す る た め に 、 多 様 な 媒 体 を 通 じ て 広 報 活

動 の 充 実 に 努 め る こ と を 規 定 す る も の で す 。  

 

 

（参画と協働の原則） 

第５条 市民及び市は、第１条の目的を達成するため、参画と協働によ

るまちづくりを推進する。 

【 解 説 】  

こ の 条 例 の 目 的 を 達 成 す る た め 、 市 民 が 市 政 に 参 画 す る 機 会 を 保 障 す る と と

も に 、 市 民 同 士 、 市 民 と 市 、 そ れ ぞ れ の 役 割 分 担 と 責 任 に 基 づ い て 、 お 互 い の

立 場 や 特 性 を 尊 重 し な が ら 協 働 し て ま ち づ く り に 取 り 組 む こ と を 規 定 す る も の

で す 。  

 

 

（人権の尊重） 

第６条 本市のまちづくりは、性別や年齢、国籍などにかかわらず、市

民一人ひとりの人権が保障され、その個性及び能力が十分発揮される

ことを原則に推進されなければならない。 

【 解 説 】  

参 画 と 協 働 の ま ち づ く り を 進 め る に 当 た っ て は 、 誰 も が 個 人 と し て 基 本 的 な

人 権 が 尊 重 さ れ 、 自 ら の 個 性 と 能 力 が 十 分 発 揮 で き る こ と が 必 要 で あ る こ と を

定 め て い ま す 。 こ れ に は 、 部 落 差 別 、 障 が い 者 差 別 な ど い わ れ の な い 人 権 侵 害

に つ い て の 課 題 の 解 決 に 向 け た 取 組 を 含 ん で い ま す 。  

《既存の法律など》 

【生駒市人権擁護に関する条例】 

(目的) 

第１条 この条例は、すべての国民に基本的人権の享有を保障し、法の下の平等

を定める日本国憲法の理念にのっとり、部落差別等あらゆる差別をなくすための

市及び市民の責務等必要な事項を定めることにより、人権意識の高揚を図り、も

って差別のない明るい地域社会の実現に寄与することを目的とする。 
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（まちづくり参画の権利） 

第７条 市民は、まちづくりの主体であり、まちづくりに参画する権利

を有する。 

２ 市民は、まちづくりの活動への参加又は不参加を理由として差別的

な扱いを受けない。 

【 解 説 】  

〈 第 １ 項 〉  

「 住 民 自 治 」 を 確 立 し 、 参 画 と 協 働 の ま ち づ く り を 推 進 す る た め 、 ま ち づ く

り の 主 体 は 市 民 で あ り 、 全 て の 市 民 は ま ち づ く り に 参 画 す る 権 利 が あ る こ と を

規 定 し て い ま す 。 ま た 、「 参 画 す る 権 利 」 と は 、「 生 駒 市 パ ブ リ ッ ク コ メ ン ト 手

続 条 例 」、「 附 属 機 関 等 の 設 置 及 び 運 営 に 関 す る 取 扱 指 針 」や 同 指 針 に 基 づ く「 附

属 機 関 等 の 会 議 の 公 開 に 関 す る 基 準 」 な ど が あ り ま す が 、 市 民 は 、 様 々 な ま ち

づ く り に 参 画 す る 権 利 を 有 し て い ま す 。  

〈 第 ２ 項 〉  

市 民 が ま ち づ く り に 参 画 し な い こ と を 理 由 に 不 利 益 を 受 け る こ と が な い こ と

を 規 定 し て い ま す 。  

 

 

（満２０歳未満の市民のまちづくりに参画する権利） 

第８条 満２０歳未満の青少年及び子どもは、それぞれの年齢に応じて

まちづくりに参画する権利を有する。 

【 解 説 】  

満 ２ ０ 歳 未 満 の 青 少 年 及 び 子 ど も に も そ の 年 齢 に 応 じ た ま ち づ く り 参 画 の 形

態 が 必 要 で あ り 、 そ の 意 見 は 市 の 貴 重 な 財 産 と な る こ と か ら 、 こ う し た 子 ど も

た ち の 参 画 の 権 利 を 保 障 す る 規 定 で す 。  

 

 

（まちづくり参画における市民の責務） 

第９条 市民は、自らがまちづくりの主体であることを自覚するととも

に、互いの活動を尊重し、認め合いながら自らの発言と行動に責任を

持って積極的にまちづくりに参画するよう努めなければならない。 

２ 市民は、まちづくりへの参画に当たっては、公共の福祉、将来世代

及び地域の発展と環境の保全に配慮しなければならない。 
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【 解 説 】  

〈 第 １ 項 〉  

ま ち づ く り に 参 画 す る 市 民 の 責 務 と し て 、 ま ち づ く り の 主 体 で あ る こ と の 自

覚 と と も に 、 自 ら の 発 言 と 行 動 に 責 任 を 持 つ こ と が 、 自 治 を 育 て る 重 要 な 要 件

と な る た め 規 定 し て い ま す 。  

〈 第 ２ 項 〉  

ま た 、 公 共 の 福 祉 、 将 来 世 代 及 び 地 域 の 発 展 と 環 境 の 保 全 に 配 慮 す べ き こ と

も ま ち づ く り 参 画 に 当 た っ て の 市 民 の 責 務 と し て い ま す 。  

 

 

（議会の役割と権限） 

第１０条 市議会は、市の意思決定機関であり、本条例の趣旨に基づき、

市民自治を尊重し、その権限を行使しなければならない。 

２ 市議会は、市の重要事項を議決する権限並びに市の執行機関に対し、

監視及びけん制する権限を有する。 

３ 市議会は、法律等の定めるところにより、条例の制定改廃、予算、

決算の認定等を議決する権限、並びに執行機関に対する検査及び監査

の請求等の権限並びに市政に関する調査及び国又は関係機関に意見書

を提出する等の権限を有する。 

【 解 説 】  

〈 第 １ 項 〉  

市 議 会 は 、 市 民 の 負 託 に 応 え て 、 自 治 体 と し て の 生 駒 市 の 意 思 を 決 定 す る 機

関 で あ る と と も に 、 市 長 を は じ め と す る 執 行 機 関 と 同 様 、 市 民 自 治 を 推 進 す る

役 割 を 担 う 機 関 と し て 、 ま ち づ く り の 主 体 は 市 民 で あ る と し た 本 条 例 の 趣 旨 を

踏 ま え て 、 市 民 自 治 の 考 え 方 を 尊 重 し 、 そ の 実 現 に 配 慮 し な が ら 、 議 会 の 権 限

を 行 使 し な け れ ば な ら な い こ と を 定 め て い ま す 。  

〈 第 ２ 項 〉  

市 議 会 は 、 本 市 に お け る 総 合 的 か つ 計 画 的 な 行 政 の 運 営 を 図 る た め の 基 本 構

想 や そ れ を 実 現 す る た め の 条 例 や 予 算 な ど 、 市 の 重 要 事 項 を 議 決 す る 権 限 、 及

び 検 査 、 調 査 等 を 通 じ て 、 執 行 機 関 が 市 民 の 意 思 を 市 政 に 反 映 し 、 適 正 な 行 政

運 営 を 行 っ て い る か ど う か に つ い て 、 監 視 、 け ん 制 す る 権 限 が あ る こ と を 定 め

て い ま す 。  

〈 第 ３ 項 〉  

市 長 と 独 立 対 等 な 二 元 代 表 制 を 担 っ て い る 市 議 会 の 権 限 に つ い て 、 条 例 の 制

定 改 廃 や 予 算 、 決 算 の 認 定 を 議 決 す る 権 限 を は じ め 、 検 査 権 、 監 査 請 求 権 、 調
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査 権 及 び 国 等 に 対 す る 意 見 書 の 提 出 権 な ど 地 方 自 治 法 の 規 定 を 確 認 す る も の で

す 。  

《既存の法律など》 

【地方自治法に定められている主な議会の権限】 

・議決権（第 96 条の議決事項として、条例の制定改廃、予算の決定など 15 項目

が定められている他、同条第２項により議決の対象を条例に定めることができ

る。） 

・選挙権（第 97 条、第 103 条、第 182 条）  

・検閲・検査権、監査請求権（第 98 条） 

・意見書提出権（第 99 条）  

・調査権（第 100 条）  

・長の不信任議決権（第 178 条）  

 

 

（議会の責務等） 

第１１条 市議会は、立法機関であり、意思決定機関としての責任を常

に自覚し、長期的展望をもって活動するとともに、広く市民から意見

を求めるよう努めなければならない。 

２ 市議会は、主権者たる市民に議会における意思決定の内容及びその

経過を説明する責務を有する。 

３ 市議会は、市民との情報共有を図り、開かれた議会運営に努めなけ

ればならない。 

４ 市議会は、市の政策水準の向上を図り、市独自の施策を展開させる

ため、政策形成機能、及び立法機能の強化に努めなければならない。 

５ 市議会は、行政活動が民主的、効率的に行われているか監視し、改

善を推進するよう努めなければならない。 

６ 市議会は、議会の政策形成機能、立法機能を高めるため、議会事務

局の調査機能、法務機能を積極的に強化するよう努めなければならな

い。 

７ 市議会の組織及び市議会議員の定数は、この条例に基づく議会の役

割を十分考慮して定められなければならない。 

【 解 説 】  

〈 第 １ 項 〉  

市 議 会 は 、 市 民 の 代 表 機 関 、 市 の 意 思 決 定 機 関 と し て 、 将 来 展 望 を 持 っ た 総

合 的 な 視 野 で の 判 断 や 活 動 が 求 め ら れ る と と も に 、 市 政 に 民 意 を 反 映 す る た め
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に 広 く 市 民 の 意 見 を 求 め る よ う 努 め な け れ ば な ら な い こ と を 定 め て い ま す 。  

 

〈 第 ２ 項 〉  

市 議 会 は 、 意 思 決 定 に お け る 議 論 の 内 容 や 経 過 を 明 ら か に し 、 市 民 に 分 か り

や す く 説 明 、 公 表 す る 責 務 が あ る こ と を 定 め て い ま す 。  

〈 第 ３ 項 〉  

市 議 会 を 市 民 に 開 か れ た 機 関 と す る た め 、 積 極 的 な 情 報 提 供 を 行 い 、 市 民 参

加 の 推 進 に 努 め る べ き こ と を 定 め て い ま す 。  

〈 第 ４ 項 〉  

市 議 会 は 、 生 駒 市 の 実 状 に 応 じ た 独 自 の 施 策 展 開 を 進 め る た め 、 政 策 形 成 機

能 を 強 化 し 政 策 立 案 や 政 策 提 言 を 積 極 的 に 行 う と と も に 、 条 例 制 定 な ど の 議 会

が 有 す る 立 法 機 能 の 強 化 に 努 め な け れ ば な ら な い こ と を 定 め て い ま す 。  

〈 第 ５ 項 〉  

市 議 会 は 、 検 査 権 、 監 査 請 求 権 、 調 査 権 等 を 活 用 し 、 行 政 活 動 が 民 主 的 、 効

率 的 に 行 わ れ て い る か 監 視 す る と と も に 、改 善 策 を 求 め あ る い は 提 案 す る な ど 、

市 政 を 点 検 し 、 そ の 改 善 を 推 進 す る よ う 努 め な け れ ば な ら な い こ と を 定 め て い

ま す 。  

〈 第 ６ 項 〉  

市 議 会 は 、 議 会 の 政 策 形 成 機 能 、 立 法 機 能 を 高 め る た め 、 こ れ を 支 援 す る 議

会 事 務 局 の 職 員 の 配 置 及 び 資 質 向 上 、 図 書 や 資 料 の 充 実 な ど 、 調 査 機 能 、 法 務

機 能 を 積 極 的 に 強 化 す る よ う 努 め な け れ ば な ら な い こ と を 規 定 し て い ま す 。  

〈 第 ７ 項 〉  

市 議 会 の 定 数 は 、 地 方 自 治 法 第 91 条 で 規 定 さ れ て い ま す が 、 議 会 の 組 織 及

び 定 数 は 、 意 思 決 定 機 関 と し て 、 ま た 市 民 の 代 表 機 関 と し て 、 本 条 例 上 の 議 会

の 役 割 、 責 務 を 考 慮 し 、 自 主 的 な 判 断 に 基 づ い て 決 定 さ れ る べ き こ と を 規 定 す

る も の で す 。  

 

 

（議会の会議・会期外活動） 

第１２条 市議会の会議は、討議を基本とする。 

２ 市議会は、全ての会議を原則公開とする。ただし必要と認められる

ときは、非公開とすることができる。この場合においては、その理由

を公表しなければならない。 

３ 市議会は、会期外においても、市政への市民の意思の反映を図るた
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め、議会の自主性及び自立性に基づいて市の施策の検討、調査等に努

めなければならない。 

【 解 説 】  

〈 第 １ 項 〉  

市 議 会 は 、市 民 の 代 表 機 関 で あ り 、市 民 の 代 表 者 で あ る 議 員 が 意 見 を 交 わ し 、

論 じ 合 い 、 意 思 決 定 を 行 う 機 関 で あ る こ と か ら 、 開 か れ た 議 会 で の 議 論 が 意 思

決 定 過 程 の 透 明 性 を 高 め 、 市 民 の 意 思 を 反 映 し た も の に な る と い う 考 え に 基 づ

き 、「 討 議 の 重 要 性 」 に つ い て 規 定 す る も の で す 。  

〈 第 ２ 項 〉  

開 か れ た 議 会 と し て 、 議 会 で の 審 議 過 程 を 明 ら か に す る と と も に 、 市 民 が 自

由 に 、ま た 、積 極 的 に 会 議 を 傍 聴 で き る よ う に 会 議 の 原 則 公 開 を 定 め て い ま す 。

た だ し 、 個 人 情 報 の 保 護 に 関 わ る 部 分 な ど に つ い て は 、 必 要 に 応 じ て 非 公 開 と

す る こ と が で き 、 そ の 場 合 は 、 非 公 開 と し た 理 由 を 公 表 し な け れ ば な ら な い と

し て い ま す 。 ま た 、 地 方 自 治 法 第 １ １ ５ 条 の 規 定 に よ る 秘 密 会 と し た 場 合 に つ

い て も 、 そ の 理 由 を 公 表 し な け れ ば な ら な い と し て い ま す 。  

《既存の法律など》 

【地方自治法】 

第１１５条 普通地方公共団体の議会の会議は、これを公開する。但し、議長又

は議員 3 人以上の発議により、出席議員の３分の２以上の多数で議決したとき

は、秘密会を開くことができる。 

〈 第 ３ 項 〉  

議 会 は 、 会 期 中 に お け る 議 会 の 権 限 の 行 使 だ け で な く 、 会 期 外 に お い て も 、

市 政 へ の 市 民 意 思 の 反 映 の た め 、 独 立 機 関 と し て 市 の 施 策 等 の 検 討 や 調 査 に 努

め な け れ ば な ら な い こ と を 定 め て い ま す 。  

 

 

（市議会議員の責務） 

第１３条 市議会議員は、市民の負託に応え、公平、公正かつ誠実に職

務を遂行しなければならない。 

２ 市議会議員は、市民の代表者としての品位を保持し、常に市民全体

の福利を念頭に置き行動しなければならない。 

３ 市議会議員は、議会の責務を遂行するため、常に自己研鑽に努め、

審議能力及び政策提案能力の向上に努めなければならない。 

４ 市議会議員は、議会活動に関する情報等を市民に説明するとともに、
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広く市民の声を聴き、これを議会の運営に反映させるよう努めるもの

とする。 

【 解 説 】  

〈 第 １ 項 〉  

市 議 会 議 員 は 、 議 決 機 関 と し て の 意 思 決 定 に 当 た り 、 責 任 を 負 っ て 市 民 か ら

任 さ れ る 立 場 で あ る こ と か ら 、 公 平 、 公 正 、 誠 実 に 職 務 を 果 た す べ き こ と を 定

め て い ま す 。  

〈 第 ２ 項 〉  

市 議 会 議 員 は 、 特 定 の 地 域 や 団 体 な ど の 代 表 で は な く 、 市 民 全 体 の 代 表 者 で

あ る 議 員 と し て の 品 位 を 保 持 し 、 市 民 全 体 の 利 益 を 行 動 の 指 針 と し な け れ ば な

ら な い こ と を 定 め て い ま す 。  

〈 第 ３ 項 〉  

市 議 会 議 員 に は 、 分 権 時 代 に お け る 生 駒 市 づ く り を 進 め る 上 で 必 要 な 、 政 策

の 提 言 や 提 案 能 力 の 一 層 の 向 上 が 期 待 さ れ る こ と か ら 、 常 に 自 己 研 鑽 に 努 め て

い く べ き こ と を 規 定 し て い ま す 。  

〈 第 ４ 項 〉  

市 議 会 議 員 は 、 議 会 に お け る 審 議 状 況 、 自 ら の 意 思 決 定 の 理 由 、 活 動 状 況 な

ど に つ い て 市 民 に 説 明 す る よ う 努 め る と と も に 、 自 ら 広 く 市 民 の 声 を 聴 き 、 そ

の 声 を 議 会 に お け る 意 思 形 成 過 程 、 政 策 形 成 、 市 政 の 点 検 及 び 改 善 な ど の 活 動

に 反 映 さ せ る よ う 努 め な け れ ば な ら な い こ と を 規 定 し て い ま す 。  

 

 

（協働のまちづくりにおける市の役割） 

第１４条 市は、自ら公共的サービスを提供する役割を担うだけでなく、

適切な公共的サービス水準の設定及び市民等の活動の支援を通じて、

市民等による公共的サービスの提供が適正に行われることを保証する

よう努める。 

２ 市は、必要に応じて、市民等の間の調整を行う役割を担う。 

【 解 説 】  

〈 第 １ 項 〉  

参 画 と 協 働 に よ る 市 民 自 治 社 会 の 実 現 の た め に は 、 市 が 公 共 的 サ ー ビ ス の 提

供 と い う 役 割 を 担 う だ け で は な く 、 今 後 は 他 の 主 体 に 公 共 的 サ ー ビ ス の 提 供 を

委 ね る 場 面 も 多 く 登 場 す る と 考 え ら れ ま す 。  

こ う し た 場 合 に 市 は 、 他 の 主 体 に よ っ て 公 共 的 サ ー ビ ス の 提 供 が 確 保 さ れ る

よ う 、 情 報 の 開 示 や 認 証 な ど 、 そ れ が 適 正 に 行 わ れ る よ う 調 整 す る 制 度 的 仕 組
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み を 作 る 役 割 を 中 心 に 担 う こ と に な る と 考 え ら れ る こ と に 伴 う 規 定 で す 。な お 、

場 合 に よ っ て は 、 市 が 公 共 的 サ ー ビ ス 及 び 活 動 を 維 持 す る 部 分 や 強 化 す る 部 分

も あ る と 考 え ら れ ま す 。  

〈 第 ２ 項 〉  

協 働 の ま ち づ く り に お い て は 、 市 民 、 市 民 活 動 団 体 、 事 業 者 が 行 う 公 共 的 な

活 動 を 調 整 す る こ と が 必 要 な 場 合 も あ る と 考 え ら れ 、 そ れ ぞ れ の 活 動 主 体 自 身

に よ る 自 主 的 な 調 整 が 円 滑 に 行 わ れ な い 場 面 に お い て は 、 必 要 に 応 じ て 市 が 実

質 的 な 調 整 の 役 割 を 担 う こ と と す る も の で す 。  

 

 

（市長の責務） 

第１５条 市長は、市の代表者として市民の福祉の増進を目指し、市民

の負託に応えるよう、市の事務を管理し、公正かつ誠実にこれを執行

しなければならない。 

２ 市長は、事務の執行に当たっては市民及び議会への説明責任を果た

すとともに、本条例の趣旨に基づき、市政運営を通じて自治の実現、

市民主体のまちづくりの推進に努めなければならない。 

３ 市長は、前項の責務を果たすため、職員を適切に指揮監督し、人材

育成に努めなければならない。 

【 解 説 】  

〈 第 １ 項 〉  

市 長 は 、 市 の 代 表 と し て 市 の 事 務 を 管 理 す る と と も に 、 公 正 か つ 誠 実 に 執 行

し な け れ ば な ら な い と し て い ま す 。 こ れ は 、 地 方 自 治 法 に 規 定 さ れ て い る 長 の

統 轄 代 表 権 、 事 務 の 管 理 及 び 執 行 権 を 市 長 の 責 務 と い う 視 点 か ら 規 定 す る も の

で す 。  

〈 第 ２ 項 〉  

市 長 は 、 自 治 体 の 代 表 者 と し て 事 務 を 執 行 す る 上 で 市 民 、 議 会 へ の 説 明 責 任

が あ る と と も に 、 ま ち づ く り の 主 体 は 市 民 で あ る と し た 本 条 例 の 趣 旨 を 踏 ま え

て ハ ー ド 面 の 都 市 計 画 事 業 な ど ば か り で な く 、 ソ フ ト 面 の 地 域 自 治 組 織 の 形 成

な ど を 進 め な け れ ば な ら な い こ と を 示 し て い ま す 。  

〈 第 ３ 項 〉  

市 長 は 、 職 員 の 監 督 者 と し て 適 切 な 指 導 を 行 う と と も に 、 職 員 の 資 質 と 能 力

の 向 上 の た め 、 さ ま ざ ま な 研 修 体 制 や 制 度 の 整 備 な ど に 努 め な け れ ば な ら な い

と し た 規 定 で す 。  
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《既存の法律など》 

【地方自治法】 

（長の統轄代表権） 

第１４７条 普通地方公共団体の長は、当該普通地方公共団体を統轄し、これを

代表する。 

（事務の管理及び執行権） 

第１４８条 普通地方公共団体の長は、当該普通地方公共団体の事務を管理し及

びこれを執行する。 

（職員の指揮監督） 

第１５４条  普通地方公共団体の長は、その補助機関である職員を指揮監督す

る。 

 

 

（執行機関の責務） 

第１６条 市の執行機関は、その権限と責任において、公平・公正、誠

実、迅速かつ効率的に職務を執行しなければならない。 

【 解 説 】  

地 方 自 治 法 第 １ ３ ８ 条 の ２ の 規 定「 執 行 機 関 の 義 務 」を 本 条 例 の 理 念 に 則 り 、

執 行 機 関 全 体 の 責 務 と い う 視 点 か ら 具 体 化 し ま し た 。 市 の 執 行 機 関 と し て 、 そ

の 職 務 の 執 行 に 当 た り 、 公 平 ・ 公 正 、 誠 実 、 迅 速 か つ 効 率 的 に 執 行 し な け れ ば

な ら な い と い う 倫 理 観 を 規 定 し た も の で す 。  

 

《既存の法律など》 

【地方自治法】 

（執行機関の義務） 

第１３８条の２  普通地方公共団体の執行機関は、当該普通地方公共団体の条

例、予算その他の議会の議決に基づく事務及び政令、規則その他の規程に基づ

く当該普通地方公共団体の事務を、自らの判断と責任において、誠実に管理し

及び執行する義務を負う。 
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（市の職員の責務） 

第１７条 市の職員は、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、

市民の立場に立って、創意工夫し、公正、誠実かつ効率的に職務の遂

行に専念しなければならない。 

２ 市の職員は、職務に必要な知識、技能等の向上に努めなければなら

ない。 

３ 市の職員は、自らも生活者であり、また、生駒市の市民であること

を認識し、積極的にまちづくりの推進に努めなければならない。 

【 解 説 】  

〈 第 １ 項 〉  

市 の 職 員 は 、 全 体 の 奉 仕 者 と し て 公 共 の 利 益 の た め に 職 務 を 遂 行 す る こ と 、

及 び 服 務 の 根 本 基 準 を 遵 守 し て 市 民 の 立 場 に 立 っ て 、 創 意 工 夫 し 、 公 正 、 誠 実

か つ 効 率 的 に 職 務 を 遂 行 し な け れ ば な ら な い こ と を 規 定 し て い ま す 。  

〈 第 ２ 項 〉  

市 の 職 員 と し て の 責 務 を 果 た す に 当 た っ て 、政 策 形 成 能 力 、政 策 法 務 能 力 等 、

自 ら の 知 識 や 技 能 の 向 上 に 努 め な け れ ば な ら な い こ と を 規 定 し て い ま す 。  

 

《既存の法律など》 

【地方公務員法】 

（服務の根本基準） 

第３０条 すべて職員は、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、且つ、

職務の遂行に当たっては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。 

〈 第 ３ 項 〉  

ま ち づ く り の 主 体 は 市 民 で あ り 、 参 画 と 協 働 の ま ち づ く り を 推 進 す る た め 市

の 職 員 も 生 活 者 で あ る こ と の 視 点 を 大 切 に し 、 率 先 し て 市 民 と し て の 責 務 を 果

た さ な け れ ば な ら な い こ と を 規 定 し て い ま す 。  

 

（まちづくり参画における市の責務） 

第１８条 市は、まちづくりを行う市民の自主的、自立的な活動を尊重

するとともに、国籍、民族、性別、年齢、社会的又は経済的環境等に

かかわらず、多様な主体がまちづくりに果たす役割を重視し、人づく

りの推進や権利の保障、拡大に努めなければならない。 

２ 市は、企画立案、実施及び評価のそれぞれの過程において、市民参

画の拡充に努めなければならない。 
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【 解 説 】  

〈 第 １ 項 〉  

ま ち づ く り は 、 自 主 性 ・ 自 立 性 が 尊 重 さ れ る も の で あ り 、 市 と し て 、 人 づ く

り の 推 進 や 権 利 の 保 障 、 拡 大 に 努 め る こ と を 規 定 し て い ま す 。 ま た 、 国 籍 、 民

族 、 性 別 、 年 齢 、 社 会 的 又 は 経 済 的 環 境 等 へ の 配 慮 を 市 の 責 務 と し て い ま す 。  

〈 第 ２ 項 〉  

更 に 、 行 政 運 営 の 企 画 立 案 、 実 施 及 び 評 価 に つ い て 、 そ れ ぞ れ の 過 程 に お け

る 市 民 参 画 に つ い て 定 め て い ま す 。  

 

 

（総合計画等の策定） 

第１９条 市は、市民参画のもと、総合的な市政運営の指針として、基

本構想及びこれに基づく基本計画（以下「総合計画」という。）を本条

例の趣旨に則り策定し、計画的な市政運営に努めるものとする。 

２ 市は、行政分野ごとの計画については、総合計画に則して策定する

ものとする。 

３ 市は、前２項の各計画の進行管理を的確に行うものとする。 

【 解 説 】  

〈 第 １ 項 〉  

総 合 計 画 は 市 政 運 営 の 指 針 で あ り 、 策 定 に 当 た っ て は 、 本 条 例 の 趣 旨 に 則 っ

て 、 市 民 参 画 に よ る こ と と と も に 、 当 該 計 画 に 基 づ い て 計 画 的 な 市 政 運 営 に 努

め る こ と を 市 に 課 し て い ま す 。  

〈 第 ２ 項 〉  

都 市 計 画 や 環 境 と い っ た 行 政 分 野 ご と の 計 画 に つ い て は 、 総 合 計 画 に 則 し て

策 定 す る こ と と し て い ま す 。  

〈 第 ３ 項 〉  

総 合 計 画 や 行 政 分 野 ご と の 計 画 に つ い て は 、 計 画 、 実 施 、 評 価 及 び 改 善 の サ

イ ク ル に よ る 進 行 管 理 を 的 確 に 行 う こ と で 、 継 続 的 な 事 務 改 善 に 役 立 て る こ と

と し て い ま す 。  

 

《既存の法律など》 

【行政分野ごとの計画】 

生駒市における行政分野ごとの計画としては、「地域防災計画」、「国民保護計

画」、「都市計画マスタープラン」、「緑の基本計画」などがあります。 
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（説明責任） 

第２０条 市は、政策の立案から実施、評価に至るまで、その経過や内

容、目標の達成状況等を市民に分かりやすく説明しなければならない。 

【 解 説 】  

市 は 、 政 策 決 定 の 過 程 や 行 政 活 動 の 内 容 及 び 結 果 を 、 市 民 に 分 か り や す く 説

明 す る 責 任 が あ る こ と を 規 定 し て い ま す 。 こ の 説 明 責 任 は 、 市 民 が 「 情 報 提 供

を 受 け 、 自 ら 取 得 す る 権 利 」 を 保 障 す る と と も に 、 市 民 が 「 ま ち づ く り 参 画 の

権 利 」 を 行 使 す る 上 で の 前 提 と な る も の で す 。  

 

 

（意思決定の明確化） 

第２１条 市は、市民に対し、市政に関する意思決定過程の情報を明ら

かにすることにより、市の仕事の内容が市民に理解されるよう努めな

ければならない。 

【 解 説 】  

意 思 決 定 の 過 程 と は 、 市 長 が 政 策 意 思 を 決 定 す る 過 程 、 す な わ ち 「 政 策 意 思

の 形 成 過 程 」 全 般 を い い 、「 ど の よ う な 情 報 や 案 に 基 づ き 」「 ど の よ う な 議 論 を

踏 ま え 」「 ど の よ う に 考 え 、い つ 、ど の 時 点 で 判 断 し た か 」等 の 政 策 決 定 の 過 程

を 明 ら か に す る こ と を 定 め る も の で 、市 は 、請 求 に 基 づ き 公 開 す る だ け で な く 、

お 知 ら せ 、 公 表 、 説 明 等 に 努 め る よ う 規 定 す る も の で す 。  

 

 

（行政組織） 

第２２条 市は、社会情勢の変化に対応し、市民に分かりやすく、機能

的かつ効率的な組織を整備するとともに、責任を明確にして、組織の

横断的な調整を図らなければならない。 

【 解 説 】  

市 の 組 織 の 編 成 は 、 社 会 情 勢 に す ば や く 対 応 し て い く 必 要 が あ る た め 、 多 様

化 、 高 度 化 す る 市 民 ニ ー ズ に 柔 軟 、 迅 速 、 的 確 に 対 応 で き る 組 織 づ く り を 市 の

責 務 と し て 規 定 し て い ま す 。 ま た 、 分 断 さ れ た 縦 割 り 組 織 の 弊 害 （ 窓 口 対 応 に

お け る 市 民 の た ら い ま わ し な ど ） に 対 処 す る た め 、 横 断 的 な 連 携 や 調 整 が 必 要

な こ と を 定 め て い ま す 。  
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（職員政策） 

第２３条 市は、職員と組織の能力が最大限に発揮できるよう、職員の

適切な任用及び配置に努めなければならない。 

２ 市は、職員の資質及び能力の向上のための政策研究及び研修システ

ムを充実し、自己研鑽のための多様な機会の保障に努めなければなら

ない。 

【 解 説 】  

〈 第 １ 項 〉  

職 員 の 任 用 及 び 配 置 に 関 す る 市 の 責 務 を 定 め て い ま す 。 具 体 的 に は 、 地 方 公

務 員 法 の 規 定 に 基 づ き 、 能 力 の 実 証 に 基 づ き 職 員 の 任 用 を 行 う こ と 及 び 職 員 の

配 置 等 に 当 た っ て は 定 期 的 な 勤 務 実 績 の 評 定 を 行 う こ と と す る も の で す 。  

 

《既存の法律など》 

【地方公務員法】 

（任用の根本基準）  

第１５条   職員の任用は、この法律の定めるところにより、受験成績、勤務成

績その他の能力の実証に基いて行わなければならない。 

（勤務成績の評定）  

第４０条   任命権者は、職員の執務について定期的に勤務成績の評定を行い、

その評定の結果に応じた措置を講じなければならない。 

〈 第 ２ 項 〉  

市 は 、 地 方 分 権 時 代 に 適 切 に 対 応 で き る 職 員 と し て 、 そ の 資 質 及 び 能 力 の 向

上 並 び に 多 様 な 自 己 研 鑽 の 機 会 を 保 障 す る た め 、 政 策 研 究 や 各 種 専 門 研 修 の 充

実 に 努 め な け れ ば な ら な い こ と を 規 定 し て い ま す 。  

 

 

（法務政策） 

第２４条 市は、市民ニーズや地域課題に対応するため、自ら責任を持

って法律等を解釈し、条例、規則等の整備や体系化を進めるなど積極

的な法務行政を推進しなければならない。 

【 解 説 】  

地 方 分 権 の 推 進 に 伴 い 、 地 域 独 自 の 自 治 に 必 要 な 政 策 条 例 の 制 定 が 求 め ら れ て

お り 、 そ の た め の 自 治 立 法 権 と 法 律 等 の 解 釈 に 関 す る 自 治 権 を 活 用 し た 法 務 活 動

の 充 実 に つ い て 定 め て い ま す 。  
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（法令遵守及び公益目的通報） 

第２５条 市は、市政の運営の透明性の向上を図るとともに、公正な職

務の執行を推進するため、法令遵守制度について必要な措置を講じな

ければならない。 

２ 市は、市政運営上の違法行為又は公益の損失を防止するため、職員

の公益目的通報に関する制度について必要な措置を講じなければなら

ない。 

【 解 説 】  

〈 第 １ 項 〉  

市 は 、 生 駒 市 法 令 遵 守 推 進 条 例 （ 平 成 １ ９ 年 ６ 月 ２ ５ 日 条 例 第 ２ １ 号 ） を 適

切 に 運 用 し な け れ ば な ら な い こ と を 規 定 し て い ま す 。  

市 政 運 営 の 透 明 性 の 向 上 を 図 る と と も に 、公 正 な 職 務 の 執 行 を 推 進 す る た め 、

職 員 の 職 務 に 係 る 法 令 等 の 遵 守 制 度 の 適 切 な 運 用 を 市 に 課 す 規 定 で す 。  

〈 第 ２ 項 〉  

行 政 執 行 の 公 正 を 妨 げ 、 市 政 に 対 す る 信 頼 を 損 な う 行 為 で 、 公 益 に 反 す る 恐

れ の あ る 事 実 が あ る 場 合 の 職 員 の 公 益 目 的 通 報 制 度 の 適 切 な 運 用 を 市 に 課 し て

い ま す 。  

 

《既存の法律など》 

【生駒市法令遵守推進条例】 

（市の責務）  

第３条 市は、透明性の高い公正な市政の運営を図り、市政に対する市民の信頼

を確保するよう十分に配慮するとともに、法令等の遵守に関する啓発、不当要

求行為及び公益目的通報に適切な対応ができる体制の整備その他必要な措置

を講じなければならない。 

 

（行政手続） 

第２６条 市は、処分、行政指導及び届出に関し、公正の確保と透明性

の向上を図り、市民の権利利益を保護するため、その手続について必

要な措置を講じなければならない。 

【 解 説 】  

市 は 、 行 政 処 分 等 に お け る 公 正 の 確 保 と 透 明 性 の 向 上 を 図 り 、 市 民 の 権 利 利

益 を 保 護 す る た め の 行 政 手 続 き 条 例 （ 平 成 ９ 年 ３ 月 ３ １ 日 条 例 第 ２ 号 ） を 適 切

に 運 用 し な け れ ば な ら な い こ と を 規 定 し て い ま す 。  
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《既存の法律など》 

【生駒市行政手続条例】 

 （目的等） 

第１条 この条例は、行政手続法(平成 5 年法律第 88 号 )第 46 条の規定の趣旨に

のっとり、処分、行政指導及び届出に関する手続に関し、共通する事項を定め

ることによって、行政運営における公正の確保と透明性の向上を図り、もって

市民の権利利益の保護に資することを目的とする。 

 

 

（危機管理） 

第２７条 市は、市民、関係機関及び他の自治体との協力、連携により、

不測の事態に備える総合的かつ機動的な危機管理の体制の確立に努め

なければならない。 

【 解 説 】  

市 は 、 阪 神 淡 路 大 震 災 以 降 も 各 地 で 発 生 し て い る 地 震 を は じ め と す る 自 然 災

害 や 凶 悪 犯 罪 な ど 、 い つ 起 き る か 分 か ら な い 不 測 の 事 態 に 常 に 備 え て 、 市 民 、

関 係 機 関 等 と の 協 力 の も と 危 機 管 理 体 制 の 確 立 に 努 め る こ と を 定 め て い ま す 。

「 総 合 的 」 と は 、 市 の 組 織 全 体 と し て 対 応 す る た め 、 調 整 機 能 を 整 備 す る こ と

を 意 味 し 、「 機 動 的 」と は 、迅 速 か つ 効 率 的 な 活 動 を 意 味 し て い ま す 。な お 、本

市 で は 、 防 災 体 制 に 関 し て は 、 他 の 地 方 公 共 団 体 や 民 間 企 業 等 と の 間 で 、 災 害

相 互 応 援 協 定 を は じ め 、 医 療 救 護 に つ い て の 協 定 、 避 難 場 所 等 と し て の 使 用 に

関 す る 協 定 、 市 内 郵 便 局 と の 協 定 、 生 活 物 資 の 調 達 、 供 給 等 に 関 す る 協 定 、 応

急 復 旧 等 に 関 す る 協 定 、 Ｌ Ｐ ガ ス 等 の 供 給 に 関 す る 協 定 、 燃 料 供 給 等 に 関 す る

協 定 、防 災 コ ン テ ナ に よ る 緊 急 物 資 の 輸 送 等 に 関 す る 協 定 等 を 締 結 し て い ま す 。 

 

 

（広聴応答義務） 

第２８条 市は、市民からの行政に関する意見、要望及び苦情等があっ

たときは、速やかに事実関係を調査し、誠実に対応するものとする。 

２ 市は、前項の規定による対応を迅速かつ適正に行うため記録を作成

し、整理、保存に努めるものとする。 

【 解 説 】  

〈 第 １ 項 〉  

市 民 か ら の 意 見 や 要 望 等 に 迅 速 に 対 応 す る と と も に 、 そ の 処 理 結 果 や 理 由 等



 - 22 - 

を 速 や か に 回 答 す る こ と で 、 市 民 と の 情 報 共 有 及 び 信 頼 関 係 の 構 築 を 目 指 す も

の で す 。 そ の た め に は 、 職 員 一 人 ひ と り の 意 識 改 革 や 各 種 手 続 へ の 誠 実 な 対 応

が 必 要 と な り ま す 。  

〈 第 ２ 項 〉  

市 民 と の 応 対 を 円 滑 に 行 う た め 、 記 録 を 作 成 し 、 そ の 整 理 、 保 存 に 努 め る こ

と を 規 定 す る も の で 、 生 駒 市 法 令 遵 守 推 進 条 例 に よ り 運 用 す る も の の ほ か 、 こ

の 条 例 に 基 づ き 必 要 な 措 置 を 講 じ る も の と し ま す 。  

 

《既存の法律など》 

【生駒市法令遵守推進条例】 

（要望等の記録） 

第６条 職員は、要望等（要望等を行う者（以下「要望者」という｡)が公職者以

外の者であるときにあっては、当該要望等が職員に対して職務に関する具体的

な行為をし、又はしないことを求めるものに限る ｡)を口頭により受けたとき

は、その内容を確認し、簡潔に記録するものとする。 

２  要望等の記録に関し必要な事項は、規則で定める。 

【生駒市法令遵守推進条例施行規則】 

 （要望等の記録） 

第３条 条例第６条第１項の規定により要望等を記録するに当たっては、不実又

は虚偽の記録をしてはならない。 

２  条例第６条第１項の規定による要望等を受けたときは、要望等の意図及び内

容を正確に把握するため、可能な限り複数の職員で対応するとともに、要望者

に要望等を記録した内容（以下「記録内容」という｡)の確認を求めるように努

めるものとする。 

３  条例第６条第１項の規定により記録する事項は、次に掲げる事項（要望者が

明らかにしない事項を除く｡)とする。 

(1) 要望等を受けた日時 

(2) 要望等を受けた方法 

(3) 要望等を受けた場所 

(4) 要望者の氏名又は名称及び住所又は事務所若しくは事業所の所在地 

(5) 要望等を受けた職員の所属名、職名及び氏名 

(6) 要望等の件名及び内容 

(7) 要望者に対する回答の内容 

(8) 要望等への対応の結果 
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(9) 要望者による記録内容の確認の状況 

(10) 前各号に掲げるもののほか、要望等を記録するために必要な事項 

 （記録内容の報告等） 

第４条 職員は、記録内容を所属長を経て、当該職員の所属に係る部長（市長事

務部局の公室長若しくは部長、水道局長、消防長、教育委員会事務局の部長又

は議会事務局長をいう。以下同じ｡)に報告するものとする。 

２  前項の場合において、職員が特別職に属する職員で常勤のもの又は教育長で

あるときは、当該記録内容を所管する部長に送付するものとする。 

３  前２項の規定による報告又は送付を受けた部長は、当該記録内容について、

次に掲げるところにより生駒市法令遵守対策会議に送付するものとする。 

(1) 記録内容が日常的、定例的又は軽易なものであるときは、毎月末日まで

に受けた要望等に係る記録内容を翌月の１０日までに送付するものとする。 

(2) 記録内容が重要、異例又は不当要求行為に該当すると認めるときは、直

ちに送付するものとする。 

 

 

（広聴対応） 

第２９条 市は、市民の苦情、要望、提言、意見等に対応するため、必

要な措置を講じなければならない。 

【 解 説 】  

生 駒 市 法 令 遵 守 推 進 条 例 に お い て 、「 要 望 等 の 記 録 そ の 他 要 望 等 へ の 対 応 の 状

況 に つ い て 、 定 期 的 に 調 査 を 実 施 し 、 必 要 な 意 見 を 述 べ る こ と 」 を 所 掌 事 項 と

す る 法 令 遵 守 委 員 会 が 設 置 さ れ て お り 、 当 該 委 員 会 の 活 用 や 庁 内 の 連 絡 調 整 機

能 を 充 実 し 、 政 策 立 案 、 決 定 に 反 映 さ せ る 仕 組 み づ く り を 行 う こ と を 定 め る も

の で す 。  

 

《既存の法律など》 

【生駒市法令遵守推進条例】 

（法令遵守委員会） 

第１６条 この条例の規定によりその権限に属することとされた事項のほか、次

に掲げる事項を所掌させるため、委員会を置く。 

(1) この条例の施行に関する事項について、市長の諮問に応じて調査審議す

ること。 

(2) 要望等の記録その他要望等への対応の状況について、定期的に調査を実
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施し、必要な意見を述べること。 

(3) その他市長が必要と認める事項 

２  委員会は、委員３人をもって組織する。 

３  委員は、学識経験者その他法令等又は行政の運営に関し識見を有する者のう

ちから、議会の同意を得て市長が委嘱する。 

４  委員の任期は、２年とする。ただし、再任されることを妨げない。 

５  委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

６  委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、

同様とする。 

７  前各項に定めるもののほか、委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、規

則で定める。 

 

 

（財政運営の基本方針） 

第３０条 市長は、総合計画を実現するための中・長期財政計画を定め、

行政評価を踏まえて、財源を効果的・効率的に活用し、自主的かつ健

全な財政運営を行わなければならない。 

【 解 説 】  

市 の 財 政 は 、 市 民 の 税 金 等 に よ っ て 支 え ら れ て い る こ と を 踏 ま え た 財 政 運 営

の 基 本 事 項 と し て 、 一 定 の 期 間 中 に 達 成 す べ き 目 標 を 設 定 し 、 実 現 の た め の 手

法 を 体 系 化 し た 総 合 計 画 や そ れ を 実 現 す る た め の 財 政 計 画 を 定 め ま す 。 更 に こ

れ ら の 計 画 に 基 づ く 事 業 の 成 果 等 の 目 標 到 達 度 を 明 ら か に し 、次 の 計 画 や 予 算 、

そ の 実 施 に 反 映 さ せ る 行 政 評 価 に 基 づ い て 、 財 源 を 効 果 的 ・ 効 率 的 に 活 用 で き

る よ う に 自 主 的 か つ 健 全 な 財 政 を 確 立 す る こ と が 必 要 で あ る こ と を 定 め て い ま

す 。  

 

 

（予算編成、執行及び決算） 

第３１条 市長は、予算の編成及び執行に当たっては、実施計画及び行

政評価を踏まえて行い、最小の経費で最大の効果をあげられるよう努

めなければならない。 

２ 市長は、市の事務の予定及び進行状況が明らかになるよう予算の執

行計画を策定しなければならない。 

３ 市長は、予算の編成過程も含め、市民が予算及び決算を具体的に把
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握できるよう、分かりやすい情報を提供するものとする。 

【 解 説 】  

〈 第 １ 項 〉  

第 ３ ０ 条 の 財 政 運 営 の 基 本 方 針 の 趣 旨 に 基 づ き 、 予 算 の 編 成 及 び 執 行 に 当 た

っ て は 、 実 施 計 画 及 び 行 政 評 価 を 踏 ま え て 行 う こ と を 定 め て い ま す 。 ま た 、 地

方 自 治 法 第 ２ 条 第 １ ４ 項 の 「 地 方 公 共 団 体 は 、 そ の 事 務 を 処 理 す る に 当 た っ て

は 、 住 民 の 福 祉 の 増 進 に 努 め る と と も に 、 最 小 の 経 費 で 最 大 の 効 果 を 挙 げ る よ

う に し な け れ ば な ら な い 。」と す る「 行 政 運 営 効 率 化 の 原 則 」の 観 点 か ら 、地 域

の 諸 資 源（ 人 材 、自 然 、歴 史 、文 化 、地 域 活 動 な ど ）や 、経 営 資 源（ 人 ・モ ノ ・

カ ネ ・ 情 報 ） を 最 大 限 活 用 し て 、 予 算 を 編 成 し 執 行 す る こ と を 確 認 す る も の で

す 。  

〈 第 ２ 項 〉  

地 方 自 治 法 第 ２ ２ ０ 条 第 １ 項「 予 算 の 執 行 及 び 事 故 繰 越 し 」、地 方 自 治 法 施 行

令 第 １ ５ ０ 条 「 予 算 の 執 行 及 び 事 故 繰 越 し 」 及 び 生 駒 市 予 算 規 則 に 基 づ き 、 予

算 執 行 を 進 め る こ と を 原 則 事 項 と し て 定 め て い ま す 。  

 

《既存の法律など》 

【地方自治法】 

（予算の執行及び事故繰越し）  

第２２０条  普通地方公共団体の長は、政令で定める基準に従つて予算の執行

に関する手続を定め、これに従つて予算を執行しなければならない。 

【地方自治法施行令】 

（予算の執行及び事故繰越し）  

第１５０条  普通地方公共団体の長は、次の各号に掲げる事項を予算の執行に

関する手続として定めなければならない。  

(1)  予 算 の 計 画 的か つ 効 率 的 な 執 行 を 確 保 す る た め 必 要 な 計 画 を 定 め る こ

と。  

(2) 定期又は臨時に歳出予算の配当を行なうこと。  

(3) 歳入歳出予算の各項を目節に区分するとともに、当該目節の区分に従つ

て歳入歳出予算を執行すること。  

２  前項第３号の目節の区分は、総務省令で定める区分を基準としてこれを定め

なければならない。 

【生駒市予算規則】 

(予算成立の通知) 
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第８条 主管課長は、予算が成立したときは、課長に対して当該課の所掌事務に

係る予算を通知するとともに、これを会計管理者に通知するものとする。 

(予算執行計画) 

第９条 課長は、前条の規定により通知を受けたときは、速かにその所掌事務に

係る予算執行に予算執行計画書(様式第 1 号 )を作成し、主管課長に提出しなけ

ればならない。 

２  主管課長は、前項の予算執行計画書に基づき、必要と認めるときは、課長の

意見を聴き予算執行計画を調整し、市長の決定を受けなければならない。 

３  主管課長は、決定された予算執行計画を直ちに課長及び会計管理者に通知す

るものとする。 

〈 第 ３ 項 〉  

予 算 の 編 成 過 程 の 情 報 に 加 え て 、「 予 算 に 関 す る 説 明 書 」の ほ か 、よ り 具 体 的

な 予 算 説 明 資 料 や 「 歳 入 歳 出 決 算 に 係 る 主 要 な 施 策 の 成 果 を 説 明 す る 書 類 」 の

充 実 な ど に よ り 、 市 民 に 予 算 及 び 決 算 の 内 容 が 分 か り や す く 理 解 で き る よ う な

情 報 提 供 に 努 め る べ き こ と を 定 め て い ま す 。  

 

 

（財産管理） 

第３２条 市長は、市が保有する財産の適正かつ計画的な管理及び運用

に努めるとともに、市の財産の保有状況についての情報を求められた

場合は、速やかに公開しなければならない。 

【 解 説 】  

市 の 財 産 の 適 正 で 計 画 的 な 管 理 及 び 運 用 並 び に そ の 保 有 状 況 の 情 報 請 求 に 対

す る 速 や か な 公 開 を 市 長 に 課 し て い ま す 。 市 有 財 産 の 管 理 は 、 地 方 自 治 法 第 １

４ ９ 条 等 で 財 産 の 適 正 な 管 理 及 び 効 率 的 な 運 用 が 定 め ら れ て い ま す 。 な お 、 市

長 は 今 後 財 産 の 管 理 計 画 の 策 定 に 努 め る も の と し ま す 。 ま た 、 同 法 第 ２ ４ ３ 条

の ３ に 基 づ き 、 市 民 に 分 か り や す い 財 政 状 況 の 公 表 を 定 め て お り 、 本 市 で は 、

「 財 政 状 況 の 公 表 に 関 す る 条 例 」 に 基 づ き 、 ７ 月 と １ １ 月 の 年 ２ 回 、 広 報 紙 な

ど で 歳 入 歳 出 予 算 の 執 行 状 況 や 財 産 等 の 財 政 状 況 を 公 表 し て い ま す 。  

 

《既存の法律など》 

【地方自治法】 

（担任事務） 

第１４９条  普通地方公共団体の長は、概ね左に掲げる事務を担任する。 
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(6) 財産を取得し、管理し、及び処分すること。 

（財政状況の公表等）  

第２４３条の３   普通地方公共団体の長は、条例の定めるところにより、毎年

二回以上歳入歳出予算の執行状況並びに財産、地方債及び一時借入金の現在高

その他財政に関する事項を住民に公表しなければならない。 

 

 

（財政状況の公表） 

第３３条 市長は、予算の執行状況並びに財産、地方債及び一時借入金

の現在高その他財政に関する状況について、所見を付して分かりやす

く公表しなければならない。 

【 解 説 】  

財 政 状 況 の 公 表 は 、 地 方 自 治 法 に も 規 定 さ れ て い ま す が 、 市 政 運 営 に と っ て

重 要 な た め 、 本 条 例 に お い て も 規 定 す る こ と と し ま し た 。 公 表 に 当 た っ て は 、

市 長 の 見 解 を 付 け て 市 民 に 分 か り や す く 公 表 す る 必 要 性 を 規 定 し て い ま す 。  

 

《既存の法律など》 

【財政状況の公表に関する条例】 

  (趣旨) 

第 1 条  地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号 )第 243 条の 3 第 1 項の規定に基づき、

公表すべき財政に関する事項(以下「財政状況」という。)の公表に関しては、

この条例の定めるところによる。 

 

 

（行政評価） 

第３４条 市長は、総合計画等の重要な計画、予算、決算、事務内容等

について評価を実施する。 

２ 市長は、前項の評価の結果を分かりやすく市民に公表し、政策及び

事務執行に反映するものとする。 

３ 市長は、市民参画による評価を行うなど、常に評価方法の改善に努

めなければならない。 

【 解 説 】  

〈 第 １ 項 〉  

各 種 の 計 画 、 予 算 、 決 算 、 事 務 内 容 な ど の 項 目 ご と に 評 価 す る こ と を 定 め る
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も の で す 。行 政 評 価 は 、事 業 の 成 果 、仕 事 の 効 率 性 、投 入 コ ス ト に 対 す る 効 果 、

成 果 と 目 標 達 成 度 な ど を 明 ら か に す る も の で 、 そ の た め に は 、「 Ｐ ｌ ａ ｎ （ 計

画 ）・Ｄ ｏ（ 実 施 ）・ Ｃ ｈ ｅ ｃ ｋ（ 評 価 ）・ Ａ ｃ ｔ ｉ ｏ ｎ（ 改 善 ・見 直 し ）の マ ネ

ジ メ ン ト サ イ ク ル を 導 入 す る こ と が 必 要 に な り ま す 。  

〈 第 ２ 項 〉  

評 価 結 果 を 公 表 す る こ と は 、 透 明 性 の 向 上 と 市 民 の ま ち づ く り へ の 関 心 を 高

め る こ と に も つ な が り 、 そ の 評 価 結 果 を 事 業 の 見 直 し や 予 算 編 成 、 施 策 の 選 択

と 集 中 な ど に 反 映 さ せ る こ と を 定 め て い ま す 。  

〈 第 ３ 項 〉  

行 政 評 価 の 中 で も 、 特 に 市 の 将 来 や 市 民 に 関 係 す る 重 要 な ま ち づ く り の 施 策

に つ い て は 、 市 民 参 画 に よ る 評 価 シ ス テ ム を 構 築 す る こ と が 重 要 で あ る こ と の

規 定 で す 。「 生 駒 市 行 政 改 革 大 綱 」に 基 づ く ア ク シ ョ ン プ ラ ン に お い て 、施 策 評

価 及 び 事 務 事 業 評 価 を 導 入 し 、 予 算 制 度 と 連 携 し た 行 政 評 価 シ ス テ ム の 確 立 を

図 る こ と と し て お り 、 そ の シ ス テ ム の 中 で 市 民 参 画 に よ る 評 価 を 行 い 、 課 題 等

の 適 切 な 把 握 を 行 っ て い き ま す 。  

 

 

（外部監査） 

第３５条 市は、適正で効率的な行財政運営を確保するため、必要に応

じて外部機関その他第三者による監査を実施する。 

【 解 説 】  

市 に は 、 財 務 に 関 す る 事 務 の 執 行 及 び 経 営 に 係 る 事 業 の 管 理 等 を 監 査 す る た

め の 執 行 機 関 と し て 監 査 委 員 が 置 か れ て い ま す が 、 都 道 府 県 、 政 令 市 、 中 核 市

に は 、 外 部 の 専 門 家 が 監 査 を 行 う 外 部 監 査 制 度 が 導 入 さ れ て い ま す 。 こ の 制 度

は 、 従 来 の 監 査 委 員 制 度 に 加 え て 、 地 方 公 共 団 体 が 外 部 の 専 門 家 と 個 々 に 契 約

し て 監 査 を 受 け る 制 度 で 、 地 方 公 共 団 体 に 属 さ な い 者 が 地 方 公 共 団 体 と 契 約 を

結 ん で 監 査 を 行 う こ と に よ っ て 独 立 性 を 強 化 し 、 一 定 の 資 格 等 を 有 す る 専 門 家

に 限 っ て 契 約 で き る こ と と す る こ と に よ っ て 専 門 性 を 強 化 す る こ と と さ れ た も

の で す 。 本 市 は 、 こ の 地 方 自 治 法 上 の 実 施 対 象 で は あ り ま せ ん が 、 必 要 に 応 じ

て 外 部 機 関 そ の 他 第 三 者 に よ る 監 査 を 実 施 す る と し て お り 、 本 条 例 施 行 後 に そ

の 内 容 を 検 討 す る こ と に な り ま す 。  
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（条例制定等の手続） 

第３６条 市は、まちづくりに関する重要な条例を制定し、又は改廃し

ようとするときは、次のいずれかに該当する場合を除き、立案段階か

ら市民の参画を図り、又は市民に意見を求めなければならない。 

(1) 関係する法律等又は条例等の制定改廃に基づくもので、その条例

の制定改廃に政策的な判断を必要としない場合 

(2) 用語の変更等簡易な改正で、その条例に規定する事項の内容に実

質的な変更を伴わない場合 

(3) 前２号の規定に準じて条例の制定改廃の議案を提出する者（以下

「提案者」という。）が不要と認めた場合 

２ 提案者は、前項に規定する市民の参画等の有無及び状況に関する事

項を付して、条例案を提出しなければならない。 

【 解 説 】  

〈 第 １ 項 〉  

ま ち づ く り に 関 す る 重 要 な 条 例 の 制 定 改 廃 に 関 し て 、 市 民 参 画 を 図 る こ と を

規 定 し て い ま す 。  

  ま ち づ く り に 関 す る 重 要 な 条 例 と は 、  

(1)ま ち づ く り の 基 本 方 針 や 分 野 別 の 基 本 方 針 を 定 め る 条 例 、  

(2)市 民 に 義 務 を 課 し 、 又 は 市 民 の 権 利 を 制 限 す る 条 例 、  

(3)そ の 他 、 市 民 生 活 に 重 要 な 影 響 を 及 ぼ す こ と が 予 想 さ れ る 条 例 を い い ま す 。 

〈 第 ２ 項 〉  

条 例 案 提 出 の 際 に 市 民 参 画 の 状 況 を 明 示 す る こ と で 、 市 民 及 び 議 会 双 方 へ の

説 明 責 任 を 果 た し ま す 。  

 

 

（計画策定段階の原則） 

第３７条 市は、市の将来や市民生活に関係する重要なまちづくりの施

策の検討及び決定に当たっては、広く市民の意見を求めるとともに、

市の考え方を公表するものとする。 

【 解 説 】  

重 要 な ま ち づ く り 施 策 の 検 討 、 決 定 を 行 う 場 合 は 、 広 く 市 民 の 意 見 を 求 め 、

市 の 考 え 方 を 公 表 す る と い う 規 定 で す 。 こ れ は 、 市 の 附 属 機 関 等 に お け る 委 員

の 公 募 、 ア ン ケ ー ト や パ ブ リ ッ ク コ メ ン ト の 実 施 を 示 し て い ま す 。 な お 、 対 象

と な る 市 の 基 本 的 な 政 策 等 の 内 容 、 意 見 聴 取 の 時 期 や 方 法 等 は 別 に 条 例 で 定 め

て い ま す 。  
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《既存の法律など》 

【生駒市パブリックコメント手続条例】 

（目的） 

第１条 この条例は、パブリックコメント手続に関し必要な事項を定めることに

より、政策等を策定する過程において市民に説明する責務を果たすとともに、

市民の市政への参加を促進し、もって行政運営における公正の確保と透明性の

向上に資することを目的とする。 

 

 

（計画策定手続き） 

第３８条 市民に意見を求めるときは、意思決定過程で素案を公表し、

市民から出された意見・情報を考慮して決定する制度やアンケート調

査の実施、公聴会の開催など適切な方法を選択するとともに、原則と

して提示された意見に回答し、速やかに公表しなければならない。 

【 解 説 】  

市 民 に 意 見 を 求 め る 際 の 意 見 聴 取 の 方 法 や 提 示 さ れ た 意 見 に 対 す る 市 の 回 答

及 び 公 表 原 則 を 規 定 し て い ま す 。 な お 、 意 思 決 定 過 程 で 素 案 を 公 表 し 、 市 民 か

ら 出 さ れ た 意 見 ・ 情 報 を 考 慮 し て 決 定 す る 制 度 に よ る 場 合 に つ い て は 、 生 駒 市

パ ブ リ ッ ク コ メ ン ト 手 続 き 条 例 に よ る こ と と な り ま す 。  

 

 

（審議会等） 

第３９条 市は、市が設置する審議会等の委員を選任する場合は、地域、

性別、年齢、国籍等に配慮するとともに、原則として市民から公募し

た委員を加えなければならない。 

２ 審議会等の会議及び会議録は、原則として公開しなければならない。 

【 解 説 】  

〈 第 １ 項 〉  

審 議 会 等 委 員 の 選 任 に つ い て 、 地 域 や 性 別 、 年 齢 、 国 籍 等 へ の 配 慮 及 び 原 則

と し て 市 民 公 募 委 員 を 設 け る こ と を 規 定 し て い ま す 。  

〈 第 ２ 項 〉  

審 議 会 は 、原 則 公 開 す る と と も に 、そ の 会 議 録 も 公 開 す る こ と と し て い ま す 。  

 平 成 ２ ０ 年 ４ 月 １ 日 か ら 附 属 機 関 等 の 設 置 及 び 運 営 に 関 す る 取 扱 指 針 を 施 行 し

て お り 、 委 員 の 公 募 に 当 た っ て は 同 指 針 に 基 づ く 附 属 機 関 等 の 委 員 の 公 募 に 関
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す る 基 準 に よ る と と も に 、 会 議 等 に つ い て は 、 附 属 機 関 等 の 会 議 の 公 開 に 関 す

る 基 準 に よ り 運 用 し て い ま す 。  

 

《既存の法律など》 

【附属機関等の設置及び運営に関する取扱指針】 

（委員の公募） 

第６条 委員の選任に当たっては、市民参加の推進を図るため、公募による委員

の選任枠を設けるものとする。ただし、その設置目的、審議内容等から公募が

適当でない場合は、この限りでない。 

２  公募により委員を選任する場合は、その選任方法に公平、公正を期すととも

に、応募者の意欲、知識等を考慮し、選考するものとする。 

３  前２項に定めるもののほか、委員の公募に関する取扱いの基準は、別に定め

る。 

（会議の公開等） 

第７条 附属機関等は、会議の開催の周知、会議の公開、会議結果の公表等に努

めるものとする。 

２  前項に定めるもののほか、附属機関等の会議の公開等に関する取扱いの基準

は、別に定める。 

３  附属機関等は、市民からの意見募集、公聴会の開催等の方法により、市民の

意向が反映されるよう努めるものとする。 

 

 

（市民自治の定義） 

第４０条 市民自治とは、共同体意識の形成が可能な一定の地域におい

て、市民が地域を取り巻く様々な課題に取り組み、市民が主役となっ

たまちづくりを行う活動をいう。 

２ 市民自治活動の主体は、自治会をはじめ、ボランティア、ＮＰＯ等

の市民活動団体及び事業者並びに個人も含まれるものとする。 

【 解 説 】  

〈 第 １ 項 〉  

市 民 自 治 の 概 念 が 一 般 的 に 定 着 し て い な い た め 、 定 義 を 設 け ま し た 。 各 地 の

自 治 体 の 事 例 で は 、コ ミ ュ ニ テ ィ と い う 表 現 を 用 い て い る と こ ろ も あ り ま す が 、

よ り 具 体 的 な 日 本 語 表 現 で 生 駒 市 域 全 域 か ら 例 え ば 自 治 会 単 位 と い っ た 共 同 体

意 識 の 形 成 が 可 能 な 一 定 の 地 域 に お け る 市 民 主 体 の ま ち づ く り 活 動 と し て い ま

す 。  
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〈 第 ２ 項 〉  

市 民 自 治 の 活 動 主 体 は 、 地 縁 系 団 体 で あ る 自 治 会 や テ ー マ 系 団 体 の ボ ラ ン テ

ィ ア 、 Ｎ Ｐ Ｏ な ど と と も に 、 個 人 も 含 ま れ る と し た 規 定 で す 。 行 政 だ け で は 解

決 で き な い 地 域 の 課 題 な ど に つ い て 、 当 該 地 域 に 関 わ る 様 々 な 活 動 主 体 が そ れ

ぞ れ の 役 割 や 自 主 性 を 尊 重 し あ い な が ら ま ち づ く り を 行 う こ と を 示 し て い ま す 。 

 

 

（市民自治に関する市民の役割） 

第４１条 市民は、市民自治活動の重要性を認識し、自ら市民自治活動

に参加するよう努めなければならない。 

２ 市民は、市民自治活動を行う団体等を支援するよう努めなければな

らない。 

【 解 説 】  

〈 第 １ 項 〉  

補 完 性 の 原 則 に 基 づ き 、 ま ず 市 民 自 身 が 市 民 自 治 活 動 の 重 要 性 を 認 識 し 、 そ

の 担 い 手 と し て 積 極 的 に 市 民 自 治 活 動 に 参 加 す る こ と を 市 民 の 努 力 義 務 と し て

規 定 し て い ま す 。  

〈 第 ２ 項 〉  

市 民 自 治 活 動 へ の 参 加 に 加 え て 、 自 ら の 判 断 に 基 づ き 、 市 民 自 治 活 動 を 行 う

団 体 等 を 支 援 す る こ と も 市 民 の 努 力 義 務 と し て 規 定 す る も の で す 。  

 

 

（市民自治に関する自治体の役割） 

第４２条 市は、市民が自主的かつ主体的に行う市民自治活動を尊重し

なければならない。 

２ 市は、自治会やボランティア、ＮＰＯ等の市民活動団体が行う非営

利、非宗教及び非政治の市民自治活動に対しては、必要に応じてこれ

を支援する。 

【 解 説 】  

〈 第 １ 項 〉  

市 の 市 民 自 治 活 動 に 対 す る 認 識 を 確 認 す る 規 定 で す 。  

〈 第 ２ 項 〉  

市 民 自 治 活 動 は 、 自 主 、 自 立 し た も の が 原 則 で あ る こ と か ら 、 市 に よ る 支 援

に つ い て は 、 補 完 性 の 原 則 に 基 づ き 、 あ く ま で も 「 必 要 に 応 じ て 」 行 う こ と を

規 定 し て い ま す 。 自 立 し た 市 民 自 治 の 活 性 化 は 自 治 体 全 体 の 強 化 に つ な が り 、
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地 域 社 会 自 体 が 豊 か に な る こ と か ら 、 こ う し た 公 益 性 の あ る 市 民 自 治 活 動 に 対

す る 行 政 か ら の 支 援 を 保 証 す る も の で す 。  

 

（市民自治協議会等） 

第４３条 市民は、個性的で心豊かな地域をつくるため、一定のまとま

りのある地域において、自治会やＮＰＯなどの多様な主体で構成され

る市民自治活動を行う組織（以下「市民自治協議会」という。）を設置

することができる。 

２ 市民自治協議会は、当該地域の市民に開かれたものとし、市及びそ

の他の組織と連携しながら市民自治活動を行うものとする。 

３ 市は、市民自治協議会の活動に対して必要な支援を行うことができ

る。 

４ 市は、各種計画の策定や政策形成に当たっては、市民自治協議会の

自主性及び自立性に配慮するとともに、その意思を可能な限り反映し

なければならない。 

５ 市は、市民自治協議会の意向により、事務事業の一部を当該市民自

治協議会に委ねることができる。この場合において、市は、その実施

に係る経費等について必要な措置を講じなければならない。 

６ 前各項に関することは、別に定める。 

【 解 説 】  

〈 第 １ 項 〉  

地 域 の 特 性 や 資 源 を い か し た 個 性 豊 か な 市 民 自 治 活 動 を 行 っ て い く た め に は 、

地 理 的 条 件 な ど 地 域 特 性 を 共 有 す る お お む ね 小 学 校 区 程 度 以 下 の 単 位 を 基 本 に

自 治 会 や Ｎ Ｐ Ｏ な ど の 多 様 な 主 体 が ま と ま っ て 活 動 す る こ と が 必 要 で あ り 、 そ

う し た 組 織 （ 市 民 自 治 協 議 会 ） の 設 置 に つ い て 規 定 す る も の で す 。  

〈 第 ２ 項 〉  

市 民 自 治 協 議 会 は 、 当 該 地 域 の 市 民 の ほ か 、 当 該 地 域 と か か わ り の あ る 市 民

（ 事 業 者 、各 種 団 体 等 を 含 む ）に 開 か れ た 、透 明 性 の あ る も の と す る と と も に 、

市 や 関 係 す る 組 織 と 連 携 し て 協 働 に よ っ て 活 動 す る こ と を 規 定 し て い ま す 。  

〈 第 ３ 項 〉  

市 は 、 市 民 自 治 協 議 会 に 対 し 、 助 成 金 の 交 付 や 職 員 の 派 遣 、 活 動 拠 点 施 設 の

整 備 な ど 必 要 な 支 援 を 行 う こ と が で き る こ と を 規 定 し て い ま す 。  

〈 第 ４ 項 〉  

市 は 、 総 合 計 画 を は じ め と す る 市 の 計 画 策 定 や 事 業 、 施 策 の 推 進 に 当 た っ て

は 、 市 民 自 治 協 議 会 が 策 定 し た 地 域 計 画 （ 地 域 ビ ジ ョ ン な ど ） と の 整 合 に 配 慮
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す る と と も に 、 市 民 自 治 協 議 会 の 意 見 等 を 尊 重 し な け れ ば な ら な い と す る 規 定

で す 。  

〈 第 ５ 項 〉  

市 は 、 そ れ ま で 市 が 行 っ て き た 地 域 内 の 公 共 施 設 の 管 理 や 公 共 サ ー ビ ス の 提

供 等 に つ い て 、 市 民 自 治 協 議 会 か ら 求 め ら れ た と き は 、 で き る 限 り 市 民 自 治 協

議 会 が 市 に 代 わ っ て 行 え る よ う 配 慮 す る こ と を 規 定 す る も の で 、 こ の 場 合 、 サ

ー ビ ス 提 供 等 に 係 る 経 費 を 支 払 う な ど 必 要 な 措 置 を 講 じ る も の と し て い ま す 。  

〈 第 ６ 項 〉  

市 民 自 治 協 議 会 に 関 す る 詳 細 事 項 は 、 十 分 な 検 討 や 調 整 を 行 っ た 上 で 、 別 に

条 例 で 定 め る こ と と し て い ま す 。  

 

 

（市民投票の原則） 

第４４条 市長は、市政に関わる重要事項について、直接市民の意思を

確認するため、市民投票の制度を設けることができる。 

【 解 説 】  

市 の 重 要 な 政 策 判 断 が 必 要 な 事 項 に つ い て は 、 市 民 に 対 す る 意 思 確 認 の 手 段

と し て 、 市 民 投 票 が で き る こ と を 定 め て い ま す 。  

 

 

（市民投票要件） 

第４５条 市民は、市長に対して市民投票を請求することができる。 

２ 議会及び市長は、市民投票を発議することができる。 

３ 市民投票の請求、発議、投票資格及びその他の市民投票の実施に必

要な事項は、別に定める。この場合において議会及び市長は、投票資

格者を定めるに当たっては、定住外国人や未成年者の参加に十分配慮

しなければならない。 

４ 市長は、市民投票を行うに当たっては、市民投票結果の取扱いをあ

らかじめ明らかにしなければならない。 

【 解 説 】  

〈 第 １ 項 〉  

市 民 の 請 求 に よ り 市 民 投 票 が で き る こ と を 定 め た 規 定 で す 。  

〈 第 ２ 項 〉  

市 議 会 や 市 長 が 直 接 市 民 の 意 思 を 確 認 し な が ら そ れ ぞ れ の 意 思 決 定 を 行 っ て

い く こ と は 、 間 接 民 主 制 を 補 完 す る 意 味 で も 重 要 で あ る た め 、 市 議 会 と 市 長 も
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市 民 投 票 を 発 議 で き る こ と を 定 め て い ま す 。  

〈 第 ３ 項 〉  

市 民 投 票 の 実 施 請 求 に 関 す る 具 体 的 な 手 続 や そ の 後 の 方 法 等 は 、 別 に 条 例 で

定 め る こ と を 規 定 し て い ま す 。 そ の 条 例 に お い て は 、 定 住 外 国 人 や 未 成 年 者 の

参 加 に 配 慮 す る こ と と す る 規 定 で す 。  

〈 第 ４ 項 〉  

市 民 投 票 は 法 的 な 拘 束 力 を 持 た な い た め 、 そ の 結 果 で 市 長 や 議 会 の 選 択 や 決

断 を 拘 束 す る も の で は あ り ま せ ん が 、 投 票 の 成 立 要 件 を 含 め 、 あ ら か じ め 投 票

結 果 の 取 扱 い を 定 め て お く と す る 規 定 で す 。  

 

 

（情報への権利） 

第４６条 市民は、法令により制限される場合を除いて、市に対しその

有している情報の提供を要求し、取得する権利を有する。 

【 解 説 】  

情 報 を 受 け る 権 利 、 自 ら 取 得 す る 権 利 （ ア ク セ ス 権 ） に つ い て 規 定 し て い ま

す 。 市 民 が 主 体 の ま ち づ く り に お い て 、 市 民 が 自 ら 考 え 、 行 動 す る た め に は 、

さ ま ざ ま な ま ち づ く り に 関 す る 情 報 が 市 民 に 十 分 提 供 さ れ な け れ ば な ら な い こ

と を 定 め る も の で す 。  

 

 

（情報共有制度） 

第４７条 市は、市民が容易に情報を得られるよう、仕組みや体制の整

備について必要な措置を講じなければならない。 

【 解 説 】  

市 民 へ の 情 報 提 供 に つ い て 、 情 報 公 開 条 例 を 適 切 に 運 用 す る こ と を 定 め る も

の で す 。  

 

《既存の法律など》 

【生駒市情報公開条例】 

 （目的） 

第１条 この条例は、地方自治の本旨にのっとり、市政に関する市民の知る権利

を尊重し、行政文書の開示を請求する市民の権利を明らかにするとともに、情報

公開の総合的な推進に関し必要な事項を定めることにより、実施機関の保有する
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情報の一層の公開を図り、もって市等の諸活動を市民に説明する責務が全うされ

るようにするとともに、市民の市政への参加を促進し、公正で開かれた市政を推

進することを目的とする。  

 

 

（情報収集及び管理） 

第４８条 市は、常に市政運営に必要な情報の収集に努めるとともに、

その保有する情報を適正に管理しなければならない。 

【 解 説 】  

生 駒 市 独 自 の 市 政 運 営 を 行 う の に 必 要 な 情 報 に つ い て 、 常 に 収 集 す べ き こ と

と 、 所 在 を 明 確 に し 、 必 要 な と き に 職 員 の 誰 も が 引 き 出 せ る よ う 情 報 を 適 正 に

管 理 し な け れ ば な ら な い こ と を 定 め て い ま す 。  

 

 

（個人情報の保護） 

第４９条 市は、個人の権利及び利益が侵害されることのないよう、個

人情報の収集、利用、提供及び管理等について、必要な措置を講じな

ければならない。 

【 解 説 】  

情 報 の 公 開 や 提 供 は 大 切 な こ と で す が 、 個 人 の 権 利 及 び 利 益 を 保 護 し な け れ

ば な ら な い こ と や 市 が 収 集 し 、 保 有 す る 個 人 情 報 に つ い て は 、 厳 重 に 管 理 し な

け れ ば な ら な い こ と を 定 め て い ま す 。 本 条 例 で は 基 本 的 な 事 項 を 定 め て い ま す

が 、 具 体 的 に は 「 生 駒 市 個 人 情 報 保 護 条 例 」 を 適 用 し ま す 。  

 

 

（他自治体住民との連携） 

第５０条 市民及び市は、市外の人々と交流・連携を図り、その知恵や

意見をまちづくりに活用するよう努めるものとする。 

【 解 説 】  

ま ち づ く り の さ ま ざ ま な 分 野 で の 課 題 な ど に つ い て 、 市 外 の 人 々 と 連 携 し て

そ の 意 見 を 取 り 入 れ 、 解 決 に 向 け て 取 り 組 む こ と を 規 定 し て い ま す 。  
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（近隣自治体との連携） 

第５１条 市は、共通する地域課題の解決や効果的で効率的な行政運営

のため、近隣自治体との情報共有と相互理解のもと、連携してまちづ

くりを推進するものとする。 

【 解 説 】  

市 民 生 活 の 活 動 範 囲 は 市 域 を 超 え て 広 が っ て い る こ と か ら 、 広 域 に ま た が っ

て 共 通 す る さ ま ざ ま な 分 野 に お け る 地 域 課 題 の 解 決 や 効 果 的 で 効 率 的 な 行 政 運

営 を 行 う た め 、 近 隣 自 治 体 間 で の 情 報 共 有 と 相 互 理 解 を 図 り 、 連 携 し て ま ち づ

く り を 推 進 し て い こ う と す る 規 定 で す 。生 駒 市 で は 、「 奈 良 県 市 町 村 会 館 管 理 組

合 」、「 奈 良 県 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 」 な ど の 一 部 事 務 組 合 等 に 加 入 し て い る

の を は じ め 、 近 隣 の ６ 市 間 で 災 害 時 に お け る 相 互 応 援 協 定 の 締 結 や 第 二 阪 奈 有

料 道 路 で の 事 故 等 に 対 応 す る た め 「 東 大 阪 市 、 生 駒 市 及 び 奈 良 市 消 防 相 互 応 援

協 定 」 を 締 結 し て い ま す 。  

 

 

（広域連携） 

第５２条 市は、共通する地域課題の解決や効果的で効率的な行政運営

のため、市民参画を進めながら、他の自治体、国、県及びその他の機

関と対等な立場で広域的な連携を積極的に進めるものとする。 

【 解 説 】  

第 ５ １ 条 の 近 隣 自 治 体 と の 連 携 に 加 え て 、自 治 体 間 で の 共 通 課 題 や 環 境 問 題 、

交 通 問 題 の よ う に 広 範 囲 に 及 ぶ 課 題 に つ い て は 、 単 独 の 自 治 体 だ け で は 対 応 し

き れ な い こ と か ら 、 市 民 参 画 を 得 な が ら 、 関 係 自 治 体 を は じ め 、 県 や 国 と も 対

等 の 立 場 で 連 携 し な が ら 協 力 し て 解 決 す べ き こ と を 定 め て い ま す 。生 駒 市 で は 、

廃 棄 物 の 広 域 処 理 等 に 関 す る 大 阪 湾 フ ェ ニ ッ ク ス 計 画 を は じ め 、 大 和 川 及 び 竜

田 川 流 域 の 水 質 改 善 、 再 生 等 を 目 指 す プ ロ ジ ェ ク ト 会 議 や 推 進 会 議 に 参 画 し て

い ま す 。  

 

 

（国際交流及び多文化共生） 

第５３条 市民及び市は、各種分野における国際交流及び協力に努める

とともに、多文化共生社会の視点に立ったまちづくりを推進するもの

とする。 

【 解 説 】  

日 常 生 活 に お け る さ ま ざ ま な 分 野 で 国 際 交 流 、 協 力 に 努 め る と と も に 、 市 民
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が 、 と も に 地 域 に 暮 ら す 住 民 と し て 、 国 籍 や 言 語 、 文 化 、 生 活 習 慣 な ど の 違 い

を 認 め 、 尊 重 し 共 存 で き る 多 文 化 共 生 社 会 の 視 点 に 立 っ た 国 際 感 覚 豊 か な ま ち

づ く り を 推 進 す る こ と を 定 め て い ま す 。 生 駒 市 で は 、 国 際 化 基 本 指 針 な ど を 策

定 し 、 そ れ ら に 基 づ く 事 業 ・ 施 策 を 展 開 し て い ま す 。  

 

 

（条例の見直し） 

第５４条 市は、この条例の施行後５年を超えない期間ごとに、市民の

意見を聴いた上で、この条例の規定について検討を加え、その結果に

基づいて見直し等の必要な措置を講じるものとする。 

２ 市は、前項の規定に基づく検討等を行うに当たっては、検討委員会

を設置することができる。 

【 解 説 】  

〈 第 １ 項 〉  

こ の 条 例 は 、 本 市 に お け る 最 高 規 範 と し て 位 置 付 け ら れ る た め 、 そ の 内 容 は

あ る 程 度 恒 久 的 な も の と し て 前 文 や 基 本 原 則 な ど は 変 わ ら な い と 考 え ら れ ま す

が 、 一 定 期 間 が 経 過 し た 後 も 各 条 文 が そ の 時 々 の 社 会 情 勢 に 合 っ て い る か 、 本

市 に ふ さ わ し い も の で あ り 続 け て い る か を 検 証 し て 形 骸 化 を 防 止 す る た め 、 施

行 後 ５ 年 を 超 え な い 期 間 ご と に 市 民 の 意 見 を 反 映 さ せ て 検 討 し 、 必 要 な 見 直 し

等 を 行 う こ と を 規 定 し て い ま す 。  

〈 第 ２ 項 〉  

見 直 し 等 の 検 討 に 当 た っ て は 、 必 要 に 応 じ て 委 員 会 組 織 を 設 置 し て 行 う こ と

と し 、 そ の 委 員 構 成 や 審 議 方 法 等 は 条 例 施 行 後 に 検 討 し て 定 め る こ と に な り ま

す 。  

 

 

   附  則 

  この条例は、平成○○年○○月○○日から施行する。 

【 解 説 】  

生 駒 市 自 治 基 本 条 例 の 施 行 期 日 を 平 成 ○ ○ 年 ○ ○ 月 ○ ○ 日 と し て い ま す 。  

 


